
第 4 期科学技術基本計画（平成 23 年 8 月 19 日 閣議決定）（抜粋） 

 

はじめに 

２１世紀に入って１０年を経た現在、人類社会は環境、エネルギー、食料、感染症など、

地球規模の様々な問題に直面している。さらに、平成２３年３月１１日に発生した東日本

大震災は、広範な地域、そして長期にわたって甚大な被害をもたらし、自然災害に対する

脅威を新たにするとともに、原子力の安全性向上やエネルギー政策の在り方について世界

的な再考を迫っている。このような過去に例を見ない世界規模の多様な問題に対峙しなけ

ればならない中、人類社会は危機を克服し、次なる繁栄を導くための新たな秩序の形成に

向けた挑戦を続けなければならない。 

現下の世界を取り巻く状況において、いかなる国も一国のみでこれらの問題を解決する

ことはできない。大規模な自然災害や地球温暖化、エネルギー、食料、水資源等にまつわ

る問題は、世界各国が協調、協力して取り組まなければならない人類的課題である。多様

な価値観や利益が国境を越えて交錯するグローバル社会において、こうした課題への挑戦

は、世界を共生に導く価値観の形成につながるものであり、これは科学技術（「科学及び技

術」をいう。以下同じ。）の使命でもある。我が国は、科学技術の先進国として、これらの

問題に世界に先駆けて対峙するとともに、その経験と成果を世界と共有することを目指し

ていくべきである。 

 

平成７年、「我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の

発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な

発展に貢献することを目的とする」という高い理念の下に、科学技術基本法が制定された。

同法に基づき、３期１５年間にわたって科学技術基本計画（以下「基本計画」という。）を

策定し、その実行によって、厳しい財政事情の中にあっても研究開発投資の拡充が図られ、

世界をリードする研究成果や数々の実績を上げてきた。一方、この間、我が国の国内総生

産は伸び悩み、環境や医療等でも課題が山積するなど、科学技術の成果を新産業や雇用の

創出、国民の福祉向上、さらには今回の震災をはじめとする自然災害対応など、社会的な

問題の解決に必ずしも有効に活かすことができなかった面も否めない。 

平成２３年度からの５か年を対象とする第４期基本計画の策定に当たっては、科学技術

政策の役割を、科学技術の一層の振興を図ることはもとより、人類社会が抱える様々な課

題への対応を図るためのものとして捉える。さらに、科学技術政策を国家戦略の根幹と位

置付け、他の重要政策とも密接に連携しつつ、科学技術によるイノベーションの実現に向

けた政策展開を目指していく。すなわち、第４期基本計画は、第３期基本計画までの成果

と課題を踏まえて政策を更に発展させ、科学技術とイノベーションを一体的に推進するこ

とにより、様々な価値創造をもたらすための新たな戦略と仕組みを構築するものである。 

 

今、改めて科学技術基本法に込められた精神に立ち返り、科学技術政策が社会及び公共

のための主要な政策の一つとして、その役割を高めつつ使命を果たすとともに、我が国が

世界に貢献し、また世界と共生していくとの視点に立ち、政府全体で実行していく新たな

科学技術政策を、ここに「第４期科学技術基本計画」として定める。 

資料５－２ 



Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化 

 

１．基本方針 

基礎研究の振興は、人類の新たな知の資産を創出するとともに、世界共通の課題を克

服する鍵となる。また、基礎研究は、我が国の国力の源泉となる高い科学技術水準の維

持、発展や、イノベーションによる新たな産業の創出や安全で豊かな国民生活を実現し        

ていくための基盤を成すものでもある。さらに、これらの基礎研究によって知のフロン

ティアを開拓するとともに、課題達成を進めていくのは、それに携わる人である。 

このような観点から、Ⅱ．及びⅢ．で掲げた国として取り組むべき重要課題への対応

とともに、「車の両輪」として、長期的視野に立った基礎研究の推進と科学技術を担う

人材の育成を一層強化していく必要がある。 

研究者の自由な発想に基づいて行われる基礎研究は、近年、イノベーションの源泉た

るシーズを生み出すもの（多様性の苗床）として、また、広く新しい知的・文化的価値

を創造し、直接的あるいは間接的に社会の発展に寄与するものとして、ますますその意

義や重要性が高まっている。我が国の科学技術イノベーションの礎を確たるものとする

ためには、国として、独創的で多様な基礎研究を重視し、これを一層強力に推進してい

くことが不可欠であり、基礎研究の抜本的強化に向けた取組を進める。 

また、我が国としては、科学技術イノベーションの推進を担う多様な人材を、中長期

的な視点から、戦略的に育成、支援していく必要がある。特に、近年、あらゆる活動が

グローバルに展開される中、人材の国際的な獲得競争は一層激化しており、国を挙げて

科学技術イノベーションを強力に推進する観点から、優れた人材の育成及び確保に関す

る取組を強化する。特に、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延

期、我が国の研究者も含めた流出等が懸念される。我が国の基礎研究及び人材育成の一

層の強化のためには、グローバル化する世界にますます開かれた形で国際水準の基礎研

究を実施し、人材育成を行うことが極めて重要である。これに鑑み、国として、世界に

開かれた研究開発環境を構築し、国際水準の研究開発活動や、人材育成、確保に資する

国際的な交流、循環を促進する。 

さらに、我が国が世界トップクラスの人材を国内外から惹き付け、世界の活力と一体

となった研究開発を推進していくためには、優れた研究施設や設備、研究開発環境の整

備を進める必要がある。このため、国際水準の研究環境及び基盤の形成を一層促進する。 

 

 

２．基礎研究の抜本的強化 

 

（１）独創的で多様な基礎研究の強化 

基礎研究は、研究者の知的好奇心や探究心に根ざし、その自発性、独創性に基づいて

行われるものである。その成果は、人類共通の知的資産の創造や重厚な知の蓄積の形成

につながり、ひいては我が国の豊かさや国力の源泉ともなるものである。このような独

創的で多様な研究を広範かつ継続的に推進するための取組を強化する。 

 



＜推進方策＞ 

・ 国は、研究者の自由な発想に基づいて行われる基礎研究を支援するとともに、学問

的な多様性と継続性を保持し、知的活動の苗床を確保するため、大学運営に必要な基

盤的経費（国立大学法人運営費交付金及び施設整備費補助金、私学助成）を充実する。 

・ 国は、科学研究費補助金について、新規採択率３０％及び間接経費３０％の確保に

向けて一層の拡充を図る。また、制度を簡略化し、ＰＩ（Principal Investigator）に

対する研究費を十分に確保する仕組みを整備する。 

・ 国は、これらの研究から生まれたシーズを発展させ、課題達成等につなげていくた

め、多様な研究資金制度の整備、充実を図るとともに、科学研究費補助金との連携を

強化する。特に、基礎的、基盤的な研究を戦略的、重点的に支援するための研究資金

を一層拡充する。 

・ 国は、基礎研究の性格を踏まえ、研究者の独創性や研究の発展可能性を考慮し、研

究課題の柔軟な選定、国際的基準などの多様な指標に基づく評価の実施など、ピアレ

ビューを含めた審査や評価の在り方について改善を図る。 

・ 国は、基礎研究が長期的視野に立って推進するものであることを十分勘案しつつ、

施策の企画立案、資源の配分、成果の把握、評価の在り方等について、不断の検証と

見直しを行う。 

・ 国は、自然災害の影響等によって研究設備、機器が被害を受けるなど、研究活動に

支障が生じる場合には、研究資金の柔軟な執行や研究期間の延長等が可能となる仕組

みを整備する。 

・ 国は、大学、公的研究機関に所属する研究者が、研究の意義や期待される成果につ

いて、国民の幅広い理解が得られるよう、情報発信を積極的に進めることを期待する。

国は、このような活動を支援する。 

 

（２）世界トップレベルの基礎研究の強化 

国内外の優れた研究者を惹き付け、世界最先端の研究開発を推進するとともに、国際

的に高く評価される研究を更に伸ばすためには、国際研究ネットワークのハブとなり得

る研究拠点を形成する必要がある。このため、世界トップレベルの研究活動、教育活動

を行う拠点の形成に向け、大学運営の改革と弾力化を促進するとともに、海外の優れた

研究者や学生が活発に行来し、かつ、定着するための環境整備を進める。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、国際的に高い水準の研究活動、教育活動を行う研究重点型の大学群の形成に

向けて、関連する取組を重点的に支援する。 

・ 国は、国際水準の研究の推進や人材の育成と確保、国際的な情報発信の機会の充実

等の取組を多面的に支援する。その際、大学及び公的研究機関の機関別、研究領域別

に評価を行い、その結果を資金配分に反映する仕組みを検討する。 

・ 国は、世界第一線の研究者の集積、迅速な意思決定、独自の人事及び給与体系、全

ての職務における英語使用、卓越した融合研究領域の開拓によって、優れた研究環境 

と高い研究水準を維持する世界トップレベルの拠点の形成を促進する。 

・ 国は、国際的な頭脳循環（ブレインサーキュレーション）における中核的拠点とし



て、最先端の大型研究開発基盤を有する研究拠点の形成を進める。 

・ 国は、他国の事例も参考としつつ、研究領域別に国際比較が可能な仕組みを作り、

各大学の研究領域毎の国際的、国内的位置付けを明らかにする。また、これを踏まえ、

各研究領域で国際的なハブとなり得る大学に対し、重点的な資金支援、戦略的な人事

や経営を奨励する取組を進める。 

・ 国は、上記の取組も通じて、各研究領域の論文被引用数で世界上位５０位以内に入

る研究教育拠点を１００以上構築することや、研究領域毎の論文被引用数で世界トッ

プ１％の研究者を格段に増やすことを目指す。 

・ 国は、大学や公的研究機関において、海外の優れた研究者や学生の受入れを促進す

るため、フェローシップ（研究奨励金）や奨学金等の支援体制の充実、再任可能な３

年以上の契約、出入国管理制度上の措置の検討、家族の生活環境を含む周辺自治体や

地域の国際化に向けた環境整備の支援を行う。また、「留学生３０万人計画」に基づ

き、優秀な留学生の戦略的な獲得に向けた総合的取組を進める。 

・ 国は、我が国で研究経験のある研究者、留学生との関係の維持、強化を図るため、

再招へいや研究費支援に関する取組を進める。また、海外で活躍する日本人研究者の

データベースを整備し、採用や国際ネットワーク構築における活用を促進する。 

・ 国は、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延期が相次ぎ、我

が国の研究機関における研究開発活動に支障が生じるなどの影響が懸念されている

ことを踏まえ、海外からの優秀な研究者等の招へいを促進するため、海外の研究機関

等に対する安全情報の発信強化、国内の研究機関等における給与等の処遇改善、研究

者等への対応に係る体制整備、研究環境の整備、充実等を促進する。 

・ 国は、大学及び公的研究機関が、海外の優れた研究者の登用を促進するため、研究

環境の整備や給与等の処遇面の改善、専門性の高い職員の配置等の体制の強化を進め

るとともに、大学等の特性に応じ、海外からの研究者の比率を１０％とするなど、多

様な取組を進めることを奨励する。国は、これらの取組を支援する。 

 

 

３．科学技術を担う人材の育成 

 

（１）多様な場で活躍できる人材の育成 

 

① 大学院教育の抜本的強化 

国際的に通用する高い専門性と、社会の多様な場で活躍できる幅広い能力を身につけ

た人材を育成する上で、大学院教育が担うべき役割は極めて大きい。大学院をより魅力

あるものにし、キャリアパスの充実を図っていくためには、第３期基本計画の成果と課

題も踏まえ、社会の多様な要請に応え、大学の教育及び研究の質の向上に向けた取組を

進める必要がある。このため、産学官を問わず、あらゆる分野でグローバルに活躍でき

る優れた人材の育成に向けて、大学院教育の抜本的な改革と強化を推進する。さらに、

大学がこうした人材を育成し、また、そうした人材が社会の多様な場で活躍できるよう、

教育研究の成果を社会から大学へフィードバックするシステムの整備を検討する。併せ



て、大学が国内外の社会への情報発信と対話を深める取組を推進する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーの育成を目指し、国際的

なネットワークと産業界との連携の下、一貫性のある博士課程教育を実施する「リー

ディング大学院」の形成を促進する。 

・ 国は、人材育成に関する共通理解を図るため、産学間の対話の場として「人材育成

協議会（仮称）」を創設する。また、産業界は、この場を通じて、大学院修了者に求

める人材像を明確化するとともに、大学院修了者の質の向上とキャリアパスの多様化

に向けて、大学の要請に応じ、カリキュラム作成等に協力することが求められる。 

・ 国は、大学院改革の方向性と、大学院教育の目的やその達成に向けた体系的、集中

的な取組を明示した新たな「大学院教育振興施策要綱」を、中央教育審議会の意見を

踏まえて策定し、これに基づく施策の展開を図る。 

・ 国は、大学における評価の実質化を促進するとともに、大学の機能別、分野別評価

を促進するため、国内的、国際的に比較可能な多面的な評価基準及び評価指標を整備

する。また、これらの評価を教育研究支援プロジェクト等の資源配分に活用する方策

を検討し、推進する。 

・ 国は、大学における研究科や専攻単位での体系的な評価の実施を促進するため、人

材育成の目的、そのための達成目標の設定、教育内容と方法の明確化、コースワーク

の充実、教材の開発と活用等を進めることを求める。国は、これらの取組を支援する

とともに、大学院教育に関する情報を集約し一覧できる仕組みを構築する。 

・ 国は、大学が、大学院教育の質を確保する観点から、人材育成の目的に応じて、博

士課程の入学定員の見直しを検討するとともに、公正で国内外に開かれた入学者選抜

を実施することを求める。 

・ 国は、大学が、教員の教育面での業績を可視化して多面的に評価し、人事や処遇に

反映する取組、教員に対するＦＤ（ファカルティディベロップメント）の実質化、自

己研鑽機会の充実等を通じ、教員の意識改革を進めることを期待する。 

・ 国は、大学が、海外の大学や研究機関との連携の下、単位互換や我が国の大学と海

外の大学との間のダブルディグリープログラムなど、国際的な教育連携を進めること

を奨励する。また、国はこれらの取組を支援する。 

 

② 博士課程における進学支援及びキャリアパスの多様化 

優秀な学生が大学院博士課程に進学するよう促すためには、大学院における経済支援

に加え、大学院修了後、大学のみならず産業界、地域社会において、専門能力を活かせ

る多様なキャリアパスを確保する必要がある。このため、国として、博士課程の学生に

対する経済支援、学生や修了者等に対するキャリア開発支援等を大幅に強化する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、優秀な学生が安心して大学院を目指すことができるよう、フェローシップ、

ＴＡ（ティーチングアシスタント）、ＲＡ（リサーチアシスタント）など給付型の経

済支援の充実を図る。これらの取組によって「博士課程（後期）在籍者の２割程度が

生活費相当額程度を受給できることを目指す。」という第３期基本計画における目標



の早期達成に努める。また、授業料の負担軽減、奨学金の貸与など家計に応じた負担

軽減策を講じるとともに、民間からの寄付金等を活用した大学の自助努力を奨励する。 

・ 国は、大学が、産業界と協働し、博士課程学生に対して産業界で必要とされるマネ

ジメント能力や複数の専門分野にまたがる基礎的な能力を育成するよう求める。また、

産業界は、博士課程修了者やポストドクターの能力を評価し、研究職以外でもその登

用を進めていくことが期待される。 

・ 国、地方自治体、大学、公的研究機関及び産業界は、互いに協力して、博士課程の

学生や修了者、ポストドクターの適性や希望、専門分野に応じて、企業等における長

期インターンシップの機会の充実を図るなど、キャリア開発の支援を一層推進する。 

 

③ 技術者の養成及び能力開発 

科学技術イノベーションの推進において、産業界とそれを支える技術者は中核的な役

割を果たしている。また、技術の高度化、統合化に伴い、技術者に求められる資質能力

はますます高度化、多様化している。このため、国として、こうした変化に対応した技

術者の養成と能力開発等の取組を強化する。 

＜推進方策＞ 

・ 国、大学、高等専門学校及び産業界は、相互に連携、協力して、実践的な技術者養

成に向けた分野別到達目標の策定、教材作成、インターンシップ、産学双方向の人材

交流を推進する。また、国は、大学が、大学院において、実践的な技術者を目指す学

生に対し、複線的で多様なカリキュラム設定を検討するとともに、組織的、体系的な

教育体制を整備することを期待する。 

・ 国は、技術士など、技術者資格制度の普及、拡大と活用促進を図るとともに、制度

の在り方についても、時代の要請に合わせて見直しを行う。また、産業界は、技術士

を積極的に評価し、その活躍を促進していくことが期待される。 

 

（２）独創的で優れた研究者の養成 

 

① 公正で透明性の高い評価制度の構築 

独創的で優秀な研究者を養成するためには、若手研究者に自立と活躍の機会を与え、

キャリアパスを見通すことができるよう、若手研究者のポストの拡充を図っていく必要

がある。現在、大学では、若手教員の割合が減少する傾向にある一方、教員は大幅な世

代交代を迎えつつあり、この機を捉え、若手研究者のポストを増やすとともに、その採

用に際し、能力本位の公正で透明性の高い人事システム確立のための取組を推進する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、大学及び公的研究機関が、研究者の業績評価に当たって質的な評価を重視し、

例えば、研究開発成果を実用化につなげる取組や教育業績、論文の国際的な評価など、

多様な観点から能力本位の公正かつ柔軟で透明性の高い評価を行うことを求める。ま

た、このような研究者の評価を、その処遇において適切に反映することを期待する。・ 

国は、大学が、その目的や特性に即して、業績や業務に応じた処遇の見直しを検討し、

例えば、一定年齢を超えた研究者の再審査や別の給与体系への移行によって、若手研



究者のポストの拡充や優秀な研究者の登用を図ることを期待する。 

・ 国は、大学及び公的研究機関が、その目的や特性に応じて、国際公募によって、国

内外から優秀な人材を登用することを期待する。また、その目的や特性に応じて、年

俸制による雇用を段階的に進めることを期待する。 

 

② 研究者のキャリアパスの整備 

優れた研究者を養成するためには、若手研究者のポストの確保とともに、そのキャリ

アパスの整備を進めていく必要がある。その際、研究者が多様な研究環境で経験を積み、

人的ネットワークや研究者としての視野を広げるためにも、研究者の流動性向上を図る

ことが重要である。一方、流動性向上の取組が、若手研究者の意欲を失わせている面も

あると指摘されており、研究者にとって、安定的でありながら、一定の流動性が確保さ

れるようなキャリアパスの整備を進める。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、テニュアトラック制1の普及、定着を進める大学への支援を充実する。これに

より、各大学が、その目的や特性に応じて、テニュアトラック制の導入を進めること

により、テニュアトラック制の教員の割合を、全大学の自然科学系の若手新規採用教

員総数の３割相当とすることを目指す。 

・ 国は、競争的に選考された優れた若手研究者が、自ら希望する場で自立して研究に

専念できる環境を構築するため、フェローシップや研究費等の支援を大幅に強化する。 

・ 国は、大学や企業等が協働して、優れた研究者が大学や企業等の間でステップアッ

プできるような人事交流を促進することにより、人材の流動化を図ることを期待する。

また、大学が、その目的や特性に応じて、出身校以外の国内外の優れた大学や公的研

究機関における経験や実績を高く評価する人事システムを構築することを期待す

る。・ 国は、優れた資質を持つ若手研究者や学生が海外で積極的に研鑽を積むことが

できるよう、海外派遣や留学促進のための支援を充実する。また、大学及び公的研究

機関が、若手研究者の採用の際に、海外での研究経験を適切に評価する人事システム

を構築することを期待する。 

 

③ 女性研究者の活躍の促進 

我が国は、第３期基本計画で女性研究者の採用に関する数値目標を掲げ、その登用及

び活躍促進を進めており、女性研究者数は年々増加傾向にある。しかし、その割合は、

諸外国と比較してなお低い水準にある。女性研究者の登用は、男女共同参画の観点はも

とより、多様な視点や発想を取り入れ、研究活動を活性化し、組織としての創造力を発

揮する上でも、極めて重要である。このため、女性研究者の一層の登用及び活躍促進に

向けた環境整備を行う。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、現在の博士課程（後期）の女性比率も考慮した上で、自然科学系全体で２５％

                                                  
1  公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が、審査を経てより安定的な職を得る前に任期付の雇 

用形態で自立した研究者として経験を積むことができる仕組み 



という第３期基本計画における女性研究者の採用割合に関する数値目標を早期に達

成するとともに、更に３０％まで高めることを目指し、関連する取組を促進する。特

に、理学系２０％、工学系１５％、農学系３０％の早期達成及び医学・歯学・薬学系

合わせて３０％の達成を目指す。 

・ 国は、女性研究者が出産、育児と研究を両立できるよう、研究サポート体制の整  

備等を行う大学や公的研究機関を支援する。また、大学や公的研究機関に対し、柔軟

な雇用形態や人事及び評価制度の確立、在宅勤務や短時間勤務、研究サポート体制の

整備等を進めることを期待する。 

・ 国は、大学及び公的研究機関が、上記目標の達成に向けて、女性研究者の活躍促進

に関する取組状況、女性研究者に関する数値目標について具体的な計画を策定し、積

極的な登用を図るとともに、部局毎に女性研究者の職階別の在籍割合を公表すること

を期待する。また、指導的な立場にある女性研究者、自然科学系の女子学生、研究職

を目指す優秀な女性を増やすための取組を進めることを期待する。 

 

（３）次代を担う人材の育成 

我が国が、将来にわたり、科学技術で世界をリードしていくためには、次代を担う才

能豊かな子ども達を継続的、体系的に育成していく必要がある。我が国では、諸外国と

比較して、科学について学ぶことに興味を持ち、理数系の勉強が楽しいと答える中学生

及び高校生の割合が低いとされており、初等中等教育段階から理数科目への関心を高め、

理数好きの子ども達の裾野を拡大するとともに、優れた素質を持つ児童生徒を発掘し、

その才能を伸ばすための一貫した取組を推進する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、教育委員会と大学が連携し、専科制や特別非常勤講師制度も活用して、理工

系学部や大学院出身者の教員としての活躍を促進することを期待する。 

・ 国は、教育委員会と大学が連携し、現職教員研修や教員養成課程において、科学技

術に触れる機会、観察や実験を行う実習の機会を充実するよう求める。 

・ 国及び教育委員会は、大学や産業界とも連携し、研究所や工場の見学、出前型の実

験や授業、デジタル教材の活用など、実践的で分かりやすい学習機会を充実する。ま

た、国及び教育委員会は、学校における観察や実験設備等の整備、充実を図る。 

・ 国及び教育委員会は、大学や産業界の研究者や技術者、教員を志望する理工系学部

や大学院の学生等の外部人材が、観察や実験を支援するスタッフとしてより一層活躍

できる機会を充実する。 

・ 国は、次代を担う科学技術関係人材の育成を目指すスーパーサイエンスハイスクー

ル（ＳＳＨ）への支援を一層充実するとともに、その成果を広く他の学校に普及する

ための取組を進める。 

・ 国は、国際科学技術コンテストに参加する児童生徒を増やす取組や、このような児

童生徒の才能を伸ばす取組を進めるとともに、「科学の甲子園」や「サイエンス・イ

ンカレ」の実施など、科学技術に対する関心を高める取組を強化する。 

・ 国は、国際科学技術コンテストの結果、スーパーサイエンスハイスクールの成果等

を大学の入学試験で評価する取組を支援するとともに、高等学校在籍中における大学



の自然科学系科目や専門科目の履修など、円滑な高大連携に向けた取組を促進する。 

・ 国は、科学技術に関する才能を伸ばす観点から、高等学校の生徒がより発展的な内

容を学べるようにするための方策や大学の入学試験の在り方に関する課題改善等に

ついて検討を行う。 

 

４．国際水準の研究環境及び基盤の形成 

 

（１）大学及び公的研究機関における研究開発環境の整備 

 

① 大学の施設及び設備の整備 

大学が、高度化、多様化する教育研究活動に対応し、優れた人材を惹き付けるととも

に、国際競争力の強化、産学連携の推進、地域貢献、さらには国際化を推進するために

は、 十分な機能を持つ質の高い施設や設備を整備する必要がある。大学の施設及び設

備の整備は着実に進捗しているが、財政事情の厳しい中、計画的整備や維持管理に支障

が生じていることに加え、今回の震災により、東北や関東地方の大学において、施設及

び設備の損壊や電力不足等による教育研究活動の停止など深刻な被害が生じている。こ

れを踏まえ、大学の施設と設備の整備や高度化、安定的な運用確保に向けた取組を促進

する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、国立大学法人（大学共同利用機関法人及び国立高等専門学校を含む。）にお

いて重点的に整備すべき施設等に関する国立大学法人全体の施設整備計画を策定し、

十分な機能をもった、質の高い、安全な教育研究環境の確保とその一層の高度化に向

けて、安定的、継続的な整備が可能となるよう支援の充実を図る。 

・ 国は、国立大学法人が、長期的視野に立ったキャンパス全体の整備計画を策定する

とともに、施設マネジメントを一層推進するよう求める。また、寄付や自己収入、長

期借入金、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）など、多様な財源を活用した施設整

備を進めることを期待する。国は、税制上の優遇措置の在り方の検討を含め、これを

支援するための取組を進める。また、私立大学における施設及び設備の整備に係る支

援を充実する。 

・ 国は、国立大学法人の研究設備の計画的な整備や更新、安定的な維持管理、共同利

用・共同研究に供する大型及び最先端の研究設備の整備に関する支援の充実を図る。

また、研究設備の保守、運用、整備を行う技術職員の確保を支援する。 

・ 国は、大学が保有する研究施設及び設備について、限られた資源の有効活用を図る

ため、大学間連携による相互利用や再利用を効果的に行う体制の整備を進める。 

・ 国は、大学が中心になって進める科学研究の大型プロジェクトについて、研究者コ

ミュニティーの議論を踏まえて、運用段階も含めた推進計画を策定し、これを基本と

しつつ、客観的かつ透明性の高い評価の実施の上で、安定的、継続的な支援を行う。

その際、国際協力で進めるプロジェクトについては、我が国の研究開発能力の国際的

な位置付けや国内における利用度等を適切に勘案し、参加の要否や関与の程度等につ

いて慎重に検討する。また、プロジェクト開始後も不断の見直しを行い、より優先度



の高いプロジェクトに重点化するなど、資源配分の最適化を図る。 

 

② 先端研究施設及び設備の整備、共用促進 

整備や運用に多額の経費を要し、科学技術の広範な分野で共用に供することが適切な

先端研究施設及び設備については、これまで公的研究機関が中心となって整備や運用を

進めてきた。このような最先端の研究施設及び設備は、優れた研究開発成果の創出や人

材養成において極めて重要であるが、公的研究機関に対する財政支援が減少傾向にある

中、その維持管理の在り方が問題となっている。このため、公的研究機関等が施設及び

設備の整備や運用、幅広い共用促進を行うことができるよう取組を進める。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、公的研究機関を中心に、世界最先端の研究開発の推進に加えて、幅広い分野

への活用が期待される先端研究施設及び設備の整備、更新等を着実に進めるとともに、

その着実な運用や、「共用法」2に基づく施設など世界最先端の研究施設及び設備につ

いて共用を促進するための支援を行う。 

・ 公的研究機関等は、保有する施設及び設備の共用を促進するとともに、これを利用

する研究者や機関の利便性を高めるため、安定的な運転時間の確保や利用者ニーズを

把握した上での技術支援者の適切な配置など、利用者支援体制を充実、強化する。ま

た、優れた研究成果が創出できるよう、共用に際して、研究課題の公募や選定の在り

方を含め、より成果が期待される研究開発を戦略的に実施するための方策を講じる。 

・ 国及び公的研究機関は、分野融合やイノベーションの促進に向けて、飛躍的な技術

革新をもたらし、幅広い研究開発課題に共通して用いられる基盤技術の高度化につな

がる研究施設及び設備の整備を進めるとともに、相互のネットワークを強化する。 

・ 国は、自然災害等の影響で、公的研究機関等が保有する先端研究施設及び設備の安

定的、継続的な運用に著しい支障を生じるような場合、これらの復旧や高度化に向け

て柔軟な支援が可能となるような仕組みを整備するとともに、国内外の施設及び設備

等の利用を支援するための取組を進める。 

 

（２）知的基盤の整備 

研究開発活動を効果的、効率的に推進していくためには、研究成果や研究用材料等の

知的資産を体系化し、幅広く研究者の利用に供することができるよう、知的基盤3を整備

していく必要がある。研究用材料、計量標準、計測・評価方法等の整備はこれまでも順

調に進捗しており、今後は、多様な利用者ニーズに応えるため、質の充実の観点も踏ま

えつつ、知的基盤の整備を促進する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、「知的基盤整備計画」の達成状況を踏まえ、新たな整備計画を策定し、大学

や公的研究機関等を中核的機関として、関係する機関との連携、協力による知的基盤

の整備及びその利用、活用を促進する。 

                                                  
2 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成６年法律第７８号） 
3 研究用材料、計量標準、計測・分析・試験・評価方法及びそれらに係る先端的機器、関連データベース等 



・ 国は、利用者ニーズを踏まえた成果の蓄積、データベースの整備や統合、その利用、

活用、既に整備された機器及び設備の有効活用を促進し、知的基盤の充実及び高度化

を図る。また、知的基盤整備に関する国際的な取組への参画、他国との共同研究の実

施、相互利用の促進、標準化の取組を進める。 

・ 国は、大学や公的研究機関等が保有する研究用材料やデータベース等について、緊

急時に対応するための体制を構築するとともに、これらの安定的、継続的な運用に著

しい支障を生じるような場合には、柔軟な支援が可能となる仕組みを整備する。 

・ 国は、先端的な計測分析技術及び機器について、事業化の主体や利用者を交えた連

携体制による開発を進めるとともに、開発された技術や機器について、大学や企業等

の研究開発機関や市場への普及、活用を促進する。 

・ 国は、安定的かつ継続的な知的基盤整備の進展を図るため、整備に関わる人材の養

成及び確保、整備機関に対するインセンティブ付与のための取組を進める。 

 

（３）研究情報基盤の整備 

研究情報基盤は、我が国の研究開発活動を支える基盤的情報インフラであり、これま

でも研究情報ネットワークの整備や運用、研究成果の保存、発信など着実な推進が図ら

れてきた。一方、財政問題や事務体制、技術的問題により、個々の機関では研究情報基

盤の整備が難しくなりつつある。これらを踏まえ、国として、研究成果の情報発信と流

通体制の一層の充実に向けて、研究情報基盤の強化に向けた取組を推進する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、大学や公的研究機関における機関リポジトリ4の構築を推進し、論文、観測、

実験データ等の教育研究成果の電子化による体系的収集、保存やオープンアクセスを

促進する。また、学協会が刊行する論文誌の電子化、国立国会図書館や大学図書館が

保有する人文社会科学も含めた文献、資料の電子化及びオープンアクセスを推進する。 

・ 国は、デジタル情報資源のネットワーク化、データの標準化、コンテンツの所在を

示す基本的な情報整備、更に情報を関連付ける機能の強化を進め、領域横断的な統合

検索、構造化、知識抽出の自動化を推進する。また、研究情報全体を統合して検索、

抽出することが可能な「知識インフラ」としてのシステムを構築し、展開する。 

・ 国は、大学や公的研究機関が、電子ジャーナルの効率的、安定的な購読が可能とな

るよう、有効な方策を検討することを期待する。また、国はこれらの取組を支援する。 

 

                                                  
4 論文等のデータを機関毎に保存・公開するアーカイブシステム 


